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一般競争（指名競争）参加資格審査申請の手引き 

（測量・建設コンサルタント） 

 

１ 一般競争（指名競争）参加資格審査とは 

 日本アルコール産業株式会社（以下「当社」という。）の契約に係る一般競争（指名競争）

に参加しようとする場合は、工事、物品の製造・物件の買受け、測量・建設コンサルタント等

の別に申請書類を提出して下さい。資格審査の結果、競争参加資格者として登録されれば、契

約の種類ごとの登録番号、等級等を記した資格審査結果通知書をお送りします。 

 

２ 申請の場所 

登録を希望される方は、別添の資格審査申請書及び添付書類（以下「申請書類」という。）

を次に掲げる５箇所いずれかの窓口に提出（郵送可）してください。申請書類をいずれか一カ

所に提出し登録を受ければ、すべての事業所の入札に参加する資格を得ることができます。 

 

資格審査申請書類の提出窓口等 

事業所名 住所 電話 受付窓口 

本社 〒103-0024 

東京都中央区日本橋小舟町6-6 

小倉ビル 6階  

03-5641-5255 企画管理本部

企画グループ

鹿島工場 〒314-0103 

茨城県神栖市東深芝 16-5 

0299-93-4210 管理課 

磐田工場 〒438-0078 

静岡県磐田市中泉 2943-4 

0538-32-2265 〃 

出水工場 〒899-0202 

鹿児島県出水市昭和町 60-18 

0996-62-0486 〃 

 

３ 提出の方法 

 申請書類は一式をＡ４縦のフラットファイルに綴じこみ、背表紙に会社名（個人にあっては

氏名）を記名、表紙裏に担当者様の名刺を貼付してください。 

また、当社から資格審査結果通知書を郵送するため、80円切手を貼付した返信用封筒(長形

３号程度)に、郵送先の宛名、住所等を記入のうえ申請書類に同封してください。 

 

４ 提出していただく書類 

(1) 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）（様式第３） 

(2) 添付書類 

イ 測量等実績調書（様式第３の２） 

ロ 技術者経歴書（様式第３の３） 
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ハ 営業所一覧表（様式第３の４） 

ニ 登記簿謄本（個人の場合にあっては、身元証明書。） 

ホ 登録証明書等（測量法（昭和24年法律第188号）第55条の規定による登録、建設コンサ

ルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録、地質

調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）第２条の規定よる登録、補償コンサル

タント登録規程（昭和59年建設省告示第1341号）第２条の規程による登録、その他の登録

を受けている者に限ります。） 

ヘ 財務諸表類（直前１年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利益金処分（損

失処理）計算書、個人の場合にあっては、これらに類する書類。） 

ト 納税証明書（法人税又は所得税及び消費税及び地方消費税について税務官署が発行する

証明書。） 
 （注）申請書類の記載事項の基準日は、申請日の属する年の１月１日（ただし、決算に関する

事項については、基準日の直前に決算の確定した日）とします。 

 

５ その他 

 (1) 前号中に掲げる諸証明書については、複写機による写しをもって代えることができます。 

 (2) 前号中に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる書類があ

る場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができます。 

 (3) 申請書類は、日本語で記載してください。また、添付書類のうち外国語で記載されている

ものについては、日本語の訳文を添付してください。 

(4) 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程（昭和 22年大蔵省令第 95

号）第 16 条に規定する外国貨幣換算率を定める件に基づき邦貨に換算して得た額を記載し

てください。 
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一般競争（指名競争）参加資格審査申請書類の作成要領 

（測量及び建設コンサルタント等） 

 

１ 申請書（様式第３）の作成方法 

(1) 「01 １新規／２更新」欄については、該当する申請区分の番号（１又は２）に○印を付

す。 

(2) 「03 業者コード」欄については、記載しない。 

(3) 「05 適格組合証明」欄には、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭

和 41 年法律第 97 号）第２条第１項第４号に該当する組合について、経済産業局長又は沖縄

総合事務局長が発行する官公需適各組合証明書の取得年月日及び番号を記載する。 

(4) 「07 本社(店)住所」から「14 担当者メールアドレス」までの各欄は、次により左詰め

で記載する。 

① フリガナの欄は、カタカナで記載し、その際、濁点及び半濁点は１文字として扱うこと。 

  なお、「07 本社(店)住所」欄の都道府県名及び「08 商号又は名称」欄の株式会社等

法人の種類を表す文字については、フリガナは記載しないこと。 

② 「07 本社(店)住所」欄での丁目、番地は、「－（ハイフン）」により省略して記載する

こと。 

（例） 

チ ュ ウ オ ウ ク ニ ホ ン ハ ゛ シ コ フ ゛ ナ チ ョ ウ 

 

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 小 舟 町 ６ － ６ 

③ 「08 商号又は名称」欄での株式会社等法人の種類を表す文字については、下記の略号

を用いること。 

種類 
株式

会社 

有限

会社 

合資

会社 

合名

会社

協同

組合

協業

組合

企業

組合

財団

法人

社団

法人 

略号 (株) (有) (資) (名) (同) (業) (企) (財) (社) 

（例） 

コ フ ゛ ナ ソ ク リ ﾖ ウ

 

（ 株 ） 小 舟 測 量 

④ 「09 代表者氏名」欄及び「12 担当者氏名」での氏名（フリガナを含む。）について

は、姓と名前との間は１文字あけること。 

  なお、代表者の役職については、フリガナは記載しないこと。 

（例） 

コ フ ゛ ナ  タ ロ ウ

 

小 舟  太 郎 

⑤ 「10 本社(店)電話番号」欄、「11 本社(店)FAX番号」欄及び「13 担当者電話番号」

欄での市外局番、市内局番及び番号については、それぞれ「－（ハイフン）」で区切り、
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（）は用いないこと。 

（例） 

０ ３ － ５ ６ ４ １ － ５ ２ ５ ５ 

⑥ 「14 担当者メールアドレス」欄については、「12 担当者氏名」欄の者のアドレスを

記載すること。なお、メールアドレスを持っていない場合は、「なし」と記載すること。  

(5) 「15 登録を受けている事業」欄については、次の区分に従い、それぞれ該当する場合に

記載する。 

① 測 量 業 者           測量法（昭和 24 年法律第 188号）第 55条による登録を受けて

いる場合。 

② 建 築 士 事 務 所           建築士法（昭和 25 年法律第 202号）第 23 条による登録を受け

ている場合。 

③ 建設コンサルタント  建設コンサルタント登録規程（昭和 52年建設省告示第 717 号）

第２条による登録を受けている場合。 

④ 地 質 調 査 業 者           地質調査業者登録規程（昭和 52 年建設省告示第 718 号）第２

条による登録を受けている場合。 

⑤ 補償コンサルタント  補償コンサルタント登録規程（昭和 59 年建設省告示第 1341

号）第２条による登録を受けている場合。 

⑥ 不 動 産 鑑 定 業 者  不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）第

22条による登録を受けている場合。 

⑦ 土 地 家 屋 調 査 士           土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第６条による登

録を受けている場合（土地家屋調査士が２人以上所属していると

きは、１人のみについて記載する。）。 

⑧ 司 法 書 士           司法書士法（昭和 25 年法律第 197 号）第６条による登録を受

けている場合。 

⑨ 計 量 証 明 事 業 者           計量法（平成４年法律第 51 号）第 107 条による登録を受けて

いる場合。 

⑩ その他の登録を受けている場合は、登録事業者名等を空白の欄に記載する。 

(6) 「16 建設コンサルタント及び補償コンサルタント登録業者の登録部門」欄には、建設コ

ンサルタント登録規程及び補償コンサルタント登録規程に基づいて登録を受けている部門

について、それぞれの登録部門に対応する番号に○印を付する。 

(7) 「17 測量等実績高」の各欄については、次により記載する。 

 「②直前２年度分決算」、「③直前１年度分決算」及び「④直前２か年間の年間平均実績高」

の各欄には、競争参加資格希望業種ごとに実績高を記載する（決算が１事業年度１回の場合

には、「②直前２年度分決算」及び「③直前１年度分決算」の各欄は、当該左右欄のうち右

欄のみに記載する。）。 

  なお、「③直前１年度分決算」とは基準日直前に確定した決算を含む過去１年間の決算を、

「②直前２年度分決算」とは直前１年度分決算の前の１年間の決算を、「④直前２か年間の

年間平均実績高」とは両決算に基づき算定した年間平均実績高をそれぞれいう。また、個人
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企業から会社組織に移行した場合、他の企業を吸収した場合等にあっては、移行前の企業体、

吸収前の企業体等の実績（ただし、申請者が行っている事業に係るものに限る。）を含めた

実績を記載する。 

  なお、記載事項が１葉で終わらない場合は、同一の書式で延長するものとする。このとき

には、様式の裏面に記載して差し支えないが、表面にその旨を注記する。 

(8) 「18 自己資本額」の各欄については、次により記載する。 

ア 「①払込資本金」とは、法人にあっては払込済みの額を、個人にあっては次期繰越資本

金を、組合にあっては組合の基本財産と組合員の払込資本金との合計額をいい、「②準備

金・積立金」とは、法定準備金（資本準備金及び利益準備金）と任意積立金（退職手当積

立金等）との合計額（ただし、組合にあっては組合の利益準備金及び特別積立金と組合員

の法定準備金及び任意積立金との合計額）をいう。 

イ 「直前決算時」及び「余剰（欠損）金処分」の各欄については、基準日直前の決算によ

り記載し、「決算後の増減額」欄については、当該直前決算確定日から基準日までの間に

おける増減額を記載する。また、外資系企業の場合には、「①払込資本金」の合計欄の上

段（ ）内に外国資本の額を内数で記載する。 
(9) 「19 損益計算書」の「税引前当期利益」欄は、直前１年度分決算によって記載する。 

(10) 「20 貸借対照表」の「①流動資産」、「②流動負債」、「③固定資産」及び「④総資本額」

の各欄は、直前 1年度分決算によって記載する。 

(11) 「21 経営比率」の「①総資本純利益率」、「②流動比率」及び「③自己資本固定比率」

の各欄は、直前１年度分決算によって、それぞれ小数点以下第二位の数値を四捨五入して小

数点以下第一位までの数値を記載する。 

(12) 「22 外資状況」については、外資系企業（日本国籍会社を含む。）の場合に、該当する

会社区分の番号（１・２・３のいずれか）に○印を付するとともに、［ ］内に外国名を、

（ ）内に当該国の資本の比率をそれぞれ記載する。なお、「２ 日本国籍会社（比率 100％）」

とは、100 パーセント外国資本の会社を、「３ 日本国籍会社」とは一部外国資本の会社を

それぞれいう。 

(13) 「23 営業年数」欄には、競争参加資格希望業種に係る事業の開始日（２業種以上のと

きは最も早い開始日）から基準日までの期間から、当該事業で中断した期間を控除した期間

（１年未満切捨て）を記載する。 

(14) 「24 常勤職員の数」の「①技術職員」及び「②事務職員」の各欄には、基準日の前日

において常時雇用している従業員のうち専ら測量・建設コンサルタント等業務に従事してい

る職員の数を、「③その他の職員」欄には、それ以外の職員の数を記載する。また、「④計」

欄には、法人にあっては常勤役員の数を含めたものを、個人にあっては事業主を含めたもの

をそれぞれ記載し、「⑤役職員等」欄には、常勤役員又は事業主の数を内数で記載する。 

(15) 「25 有資格者数」欄については、次の資格者の範囲に従い当該職員数を記載する。 

ア 測量 

 ① 測量法（昭和 24年法律第 188 号）による測量士又は測量士補の登録を受けている者。 

イ 建築関係建設コンサルタント業務 
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 ① 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による１級建築士又は２級建築士の免許を受け

た者。 

 ② 建築士法に基づく建築設備資格者を定める告示（昭和 60年建設省告示第 1526 号）に

よる建築設備資格者の登録を受けている者及び社団法人日本建築積算協会の行う建築

積算資格者試験に合格し、登録を受けている者。 

ウ 土木関係建設コンサルタント業務 

① 技術士法（昭和 58年法律第 25号）による第２次試験のうち、技術部門を機械部門（選

択科目を流体機械、建設、鉱山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る。）、

電気・電子部門、建設部門、農業部門（選択科目を農業土木とするものに限る。）、林業

部門（選択科目を森林土木とするものに限る。）、水産部門（選択科目を水産土木とする

ものに限る。）、情報工学部門又は応用理学部門（選択科目を地質とするものに限る。）

とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

② 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）による技術検定のうち検定種目を１級の土木施

工管理とするものに合格した者。 

③ 計量法（平成４年法律第 51 号）による計量士（環境計量士（濃度関係）及び環境計

量士（騒音・振動関係）に限る。）の登録を受けている者。 

④ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）による第一種電気主任技術者免状の交付を受

けている者。 

⑤ 電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）による第一種伝送交換主任技術者資格者証

の交付を受けている者及び同法による線路主任技術者資格者証の交付を受けている者。 

⑥ 社団法人建設コンサルタンツ協会の行うＲＣＣＭ資格試験に合格し、登録を受けてい

る者。 

エ 地質調査業務 

① 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を土質及び基礎とす

るものに限る。）又は応用理学部門（選択科目を地質とするものに限る。）とするものに

合格し、同法による登録を受けている者。 

② 社団法人全国地質調査業協会連合会の地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受

けている者。 

オ 補償コンサルタント業務 

① 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）による不動産鑑定士の登

録を受けている者。 

② 土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）による土地家屋調査士の登録を受けて

いる者。 

③ 司法書士法（昭和 25年法律第 197号）による司法書士の登録を受けている者。 

④ 社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録

を受けている者。 

なお、記載事項が１葉で終わらない場合は、同欄の書式で延長するものとする。このとき

には、同様式の裏面に記載して差し支えないが、表面にその旨を注記する。 
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２ 添付書類の作成方法 

(1) 測量等実績調書（様式第３の２）、技術者経歴書（様式第３の３）及び営業所一覧表（様

式第３の４） 

この３様式については、各様式の末尾にある記載要領に従って記載する。 

なお、記載事項が１葉で終わらない場合は、同欄の書式で延長するものとする。このとき

には、同様式の裏面に記載して差し支えないが、表面にその旨を注記する。 

(2) 登記簿謄本又は身元証明書 

   登記簿謄本とは、法務局等に登録された「合名会社登記簿」等（商業登記法（昭和 38 年

法律第 125 号）第６条第５号から第９号までに掲げるもののいずれかをいう。）の謄本をい

い、法人が提出する。また、身元証明書とは、同人が成年被後見人若しくは被保佐人又は破

産者で復権を得ない者でないことについての証明書をいい、個人が提出する。 

(3) 登録証明書等 

   １－(6)の①から⑩までに掲げた各登録についての登録官署が発行する証明書をいう。 

   なお、競争への参加を希望しない業種に係るものは提出を要しない。 

(4) 財務諸表類 

   申請者が自ら作成している直前１年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利

益金処分（損失処理）計算書（個人にあっては、これらに類する書類）をいう。ただし、同

書類を添付することが困難である場合には、作成可能な期間に係る同書類。 

(5) 納税証明書 

 法人税又は所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことについて税

務官署が発行する証明書（納税証明書その３）をいう。 

 ただし、納税の猶予中等の理由がある場合（滞納を除く）において、当該証明書を提出す

ることのできない者は、直前１年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納

入状況についての税務官署が発行する証明書（納税証明書その１）をいう。 

(6) 建設コンサルタント登録規程第７条、地質調査業者登録規程第７条又は補償コンサルタン

ト登録規程第７条による現況報告書を国土交通大臣に提出し、その確認印を受けた現況報告

書の副本の写しを提出した者であって、競争参加資格希望業種が各登録規程に定める登録部

門の範囲内である場合には、(1)、(2)、及び(4)の書類の添付を省略することができる。 

(7) 証明書類の写しによる代用 

   添付書類のうち官公署が行った証明書類については、写真機、複写機等を使用して機械的

な方法により複写したもので、ほぼ原寸大であり、かつ、鮮明である場合に限り、写しによ

って差し支えない。 

(8) 外国事業者が申請する場合の提出書類等 

① 申請書の「07 本社(店)住所」欄については、本店の所在する国名及び所在地名を記載

する。なお、日本国内に連絡場所がある場合には、その所在地を欄外に記載する。 

② 登記簿謄本又は身元証明書及び納税証明書については、証明書類に代えて、当該国の所

轄官庁又は権限のある機関の発行する書面とする。 

(9) 本申請書類は、経済産業省（各部局含む。）へ提出した申請書類一式の写しをもって代え
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ることができる。 

この場合の申請書類一式の写しとは、本年度に提出したものに限る。 

 

３ 参加できる競争契約の範囲 

 この申請によって登録された場合に参加できる競争契約の範囲は、建設工事等に関する設計、

管理、調査等及び測量に係る契約のうち登録業種に係る契約である。 
 

４ 資格審査申請内容の変更届の作成要領 

 競争参加資格審査申請書変更届（工事・物品製造等・測量及び建設コンサルタント）（様式

第９） 

(1) この様式については、末尾にある記載要領にしたがって記載する。 

(2) 変更届出事項 

 ① 住所及び電話番号（ファクシミリを含む。） 

 ② 商号又は名称 

 ③ 法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名 

 ④ 許可・登録の状況 

(3) 変更届出事項に係る添付書類は次のとおりとする。 

 〇 法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏名に係る変更の場合 

   登記簿の謄本（又は抄本）の写し 

 〇 個人の住所及び氏名に係る変更の場合 

   住所については住民票の写し、氏名については戸籍謄本（又は抄本）の写し 

〇 許可・登録等の状況に係る変更の場合 

  許可・登録等の証明書の写し 

なお、これら以外の変更届出事項に係る添付書類は不要とする。 
 
５ 廃業・会社更生手続開始決定等による資格取消し届の作成要領 
  資格取消し届（様式第９の２） 
(1) この様式については、末尾にある記載要領にしたがって記載する。 

(2) 資格取消し届出事項 

 ① 営業活動の廃止 

 ② 会社更生法(昭和 27 年法律第 172号)に基づく更正手続きの開始の決定 

 ③ 民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づく再生手続きの開始の決定 

 ④ その他 

(3) 前号②及び③の場合については、更正手続き又は再生手続きの開始決定時以降の申請内容

をもって再申請をすることができる。 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


